
 
社保通信をお届けします。 P1 ....................... 検討委員会からのお知らせ 

※この資料は、岡山県歯科医師会社会保険部検討委員会からの伝達事項です。 

 
 
 

 
 
 
 

令和6年度診療報酬改定に係る院内掲示用ポスターと 
ウェブサイトへの掲載について 

 
日本歯科医師会にて院内掲示用ポスターの改定が行われました。 

日本歯科医師会ホームページからもダウンロード出来ますが、県歯ホームページからもダウンロード

可能となっております。 

令和7年5月31日まで経過措置が設けられておりますが、保険医療機関及び保険医療養担当

規則等において書面掲示することとされている事項について、自院HPを所持する医療機関に

ついては、ウェブサイトへの掲載が義務付けられました。 

ポスターの内容を自院HPに転記することで義務化に対応可能です。 

ご自身の該当する項目を残し、該当しない項目は削除してご活用ください。 

本ポスターはA4サイズで作成しておりますので、必要に応じて拡大・縮小してご利用ください。 

 

 

 

医療DX推進体制整備加算の届出について 

 
令和6年10月より届出書添付書類の変更がありました。 

新しい書式につきましては県歯ホームページに記載例をあげていますのでそれをご参考に届出書を

作成し提出をしてください。 


